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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第26期

第３四半期累計期間
第27期

第３四半期累計期間
第26期

会計期間
自　令和３年10月１日
至　令和４年６月30日

自　令和４年10月１日
至　令和５年６月30日

自　令和３年10月１日
至　令和４年９月30日

売上高 （百万円） 9,534 10,906 12,974

経常利益 （百万円） 1,494 2,022 2,039

四半期(当期)純利益 （百万円） 1,031 1,377 1,395

持分法を適用した場合の

投資利益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 1,839 1,848 1,847

発行済株式総数 （株） 10,294,600 10,305,600 10,304,600

純資産額 （百万円） 16,499 17,650 16,886

総資産額 （百万円） 36,711 39,484 37,671

１株当たり四半期

(当期)純利益金額
（円） 103.26 137.75 139.67

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
（円） 103.06 136.77 139.21

１株当たり配当額 （円） － － 62.00

自己資本比率 （％） 44.9 44.6 44.7

 

回次
第26期

第３四半期
会計期間

第27期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　令和４年４月１日
至　令和４年６月30日

自　令和５年４月１日
至　令和５年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 36.60 47.63

（注）　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いて記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３　株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期（当

期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期累計期間（自 令和４年10月１日 至 令和５年６月30日）における我が国の経済は、ウィズコロナ

を前提とした社会経済活動の再開が進み、経済活動は正常に近づいております。

　当社の属する駐車場業界においては、経済活動の正常化に伴い、売上高は全国的に改善がみられており、当第３

四半期累計期間の売上高は前年同期比14.4％増となりました。

　このような状況において、当社は引き続き積極的な営業活動を行い、新規駐車場の開設を進めるとともに、既存

駐車場においても料金変更を機動的に行うなど採算性向上に努めました。

　その結果、当第３四半期累計期間においては、177件2,356車室の新規開設、65件997車室の解約等により、112件

1,359車室の純増となり、６月末現在2,231件34,211車室が稼働しております。

 

　上記により、当第３四半期累計期間の売上高は10,906百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益2,181百万円

（同32.3％増）、経常利益2,022百万円（同35.3％増）、四半期純利益1,377百万円（同33.6％増）を計上いたしま

した。

 

　当社の駐車場形態ごとの状況は以下の通りであります。

 

（賃借駐車場）

　当第３四半期累計期間においては、162件2,068車室の開設及び、65件996車室の解約等により、97件1,072車室

の純増となりました。その結果、６月末現在1,964件29,162車室が稼働しております。売上高は8,760百万円（前

年同期比14.4％増）、売上総利益は1,782百万円（同26.5％増）となりました。

 

（保有駐車場）

　当第３四半期累計期間においては、札幌市４件30車室、函館市２件14車室、秋田市１件39車室、高崎市１件24

車室、東京都江東区１件２車室、横浜市１件４車室、京都市１件２車室、大阪市３件166車室、福岡市１件７車

室を新規開設いたしました。また、レイアウト変更に伴い、茨城県土浦市において１車室減設いたしました。そ

の結果、15件288車室の増加、１車室の減少となり、６月末現在においては267件5,049車室が稼働しておりま

す。売上高は1,743百万円（同16.4％増）、売上総利益は1,417百万円（同18.5％増）となりました。

　このほか、当第３四半期累計期間において、札幌市19車室分、東京都文京区４車室分、大阪市16車室分の駐車

場用地を取得しており、第４四半期以降のオープンを予定しております。

 

（その他売上）

　当第３四半期累計期間においては、不動産賃貸収入、自動販売機関連売上、バイク・バス・駐輪場売上、太陽

光発電売上等により、売上高は403百万円（同5.4％増）となりました。

 

　当事業年度における駐車場形態ごとの販売実績は以下のとおりです。

 
前第３四半期累計期間

（自　令和３年10月１日
　至　令和４年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　令和４年10月１日
　至　令和５年６月30日）

前事業年度
（自　令和３年10月１日
　至　令和４年９月30日）

駐車場形態 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

賃借駐車場 7,654 8,760 10,413

保有駐車場 1,496 1,743 2,036

その他売上 383 403 524

合計 9,534 10,906 12,974
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(2）財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末における総資産は39,484百万円となり、前事業年度末に比べ1,812百万円増加いたしま

した。これは主に有形固定資産における土地の増加（1,989百万円）、流動資産における現金及び預金の減少（244

百万円）によるものであります。

　当第３四半期会計期間末における負債の部は21,833百万円となり、前事業年度末に比べ1,049百万円増加いたし

ました。これは主に借入金の増加（1,048百万円）によるものであります。

　当第３四半期会計期間末における純資産の部は17,650百万円となり、前事業年度末に比べ763百万円増加いたし

ました。これは主に利益剰余金の増加（742百万円）によるものであります。この結果、自己資本比率は、前事業

年度末の44.7％から44.6％となりました。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,000,000

計 27,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)

（令和５年６月30日）

提出日現在
発行数(株)

（令和５年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,305,600 10,305,600
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数
100株

計 10,305,600 10,305,600 － －

（注）　「提出日現在発行数」には、令和５年８月１日以降四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れたものは含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 令和５年５月10日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数 従業員　52名

新株予約権の数（個） 500

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）
普通株式　50,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,959（注）３

新株予約権の行使期間 自　令和７年６月１日　至　令和15年５月10日（注）４

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 2,233

資本組入額　 1,117

新株予約権の行使の条件

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限

りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認

めない。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

（注）１　新株予約権の発行時（令和５年５月31日）における内容を記載しております。

２　当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。

４　行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
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５　組織再編時の取扱い

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかん

を問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無

償で取得することができる。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

令和５年４月１日～
令和５年６月30日

－ 10,305,600 － 1,848 － 1,878

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

パラカ株式会社(E05414)

四半期報告書

 7/18



（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    令和５年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 55,200 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,246,700 102,467 －

単元未満株式 普通株式 3,700 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  10,305,600 － －

総株主の議決権  － 102,467 －

 （注） 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（令和５年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

②【自己株式等】

    令和５年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

パラカ株式会社 東京都港区愛宕２－５－１ 55,200 － 55,200 0.54

計 － 55,200 － 55,200 0.54

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
 

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（令和５年４月１日から令和５

年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（令和４年10月１日から令和５年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当第３四半期会計期間
（令和５年６月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,961 3,716

売掛金 167 215

前払費用 553 591

その他 39 33

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 4,721 4,556

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 702 721

機械及び装置（純額） 686 630

土地 29,781 31,770

リース資産（純額） 724 673

その他（純額） 386 432

有形固定資産合計 32,281 34,229

無形固定資産 9 26

投資その他の資産 659 671

固定資産合計 32,949 34,927

資産合計 37,671 39,484

負債の部   

流動負債   

買掛金 296 382

短期借入金 － 304

１年内返済予定の長期借入金 1,992 2,195

未払法人税等 476 342

賞与引当金 39 23

株主優待引当金 12 －

その他 681 738

流動負債合計 3,498 3,987

固定負債   

長期借入金 16,347 16,887

リース債務 473 469

株式給付引当金 38 42

資産除去債務 292 304

その他 133 143

固定負債合計 17,286 17,846

負債合計 20,784 21,833
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当第３四半期会計期間
（令和５年６月30日）

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,847 1,848

資本剰余金 2,284 2,286

利益剰余金 13,128 13,871

自己株式 △378 △377

株主資本合計 16,882 17,628

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 8

繰延ヘッジ損益 △32 △24

評価・換算差額等合計 △26 △16

新株予約権 30 37

純資産合計 16,886 17,650

負債純資産合計 37,671 39,484
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　令和３年10月１日
　至　令和４年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年６月30日)

売上高 9,534 10,906

売上原価 6,752 7,473

売上総利益 2,782 3,433

販売費及び一般管理費 1,134 1,251

営業利益 1,648 2,181

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

未払配当金除斥益 0 0

受取保険金 0 0

受取手数料 － 1

受取補償金 － 1

その他 0 0

営業外収益合計 1 4

営業外費用   

支払利息 154 162

その他 0 1

営業外費用合計 155 163

経常利益 1,494 2,022

特別利益   

固定資産売却益 29 －

特別利益合計 29 －

特別損失   

固定資産除却損 9 11

特別損失合計 9 11

税引前四半期純利益 1,515 2,011

法人税等 484 634

四半期純利益 1,031 1,377
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第３四半期累計期間
（自　令和４年10月１日　至　令和５年６月30日）

税金費用の計算

　税金費用の計算については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、経済的な効果を株主の皆様と共有できる形で、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従

業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ること、人材採用において優秀な人員を確保

すること、長期勤続に対する功労のための退職金制度を整備することを目的として、従業員に信託を通じて自社

の株式を交付する取引を行っております。

(1) 取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得をおこない、従業

員に対して、取締役会が定める株式給付規程に従って、信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プ

ランであります。

　当社は、株式給付規程に基づき、毎年、従業員に対し業績貢献度等に応じてポイントを付与し、退職時に

（累積した）ポイントに相当する当社株式を無償で給付します。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末364百万円、249,655株、

当第３四半期会計期間末363百万円、248,900株であります。

 

（新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りの仮定については、前事業年度から重要な変更はありませ

ん。

　なお、新型コロナウイルス感染症による影響については不確実性が高く、今後の感染拡大の状況や経済への影

響によっては、当社の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　令和３年10月１日
　至　令和４年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　令和４年10月１日
　至　令和５年６月30日）

減価償却費 425 百万円 385 百万円

 

（株主資本等関係）

前第３四半期累計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年12月16日
定時株主総会

普通株式 562 55 令和３年９月30日 令和３年12月17日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当13百万円が含まれております。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がありません。

 

当第３四半期累計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和４年12月16日
定時株主総会

普通株式 635 62 令和４年９月30日 令和４年12月19日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当15百万円が含まれております。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年６月30日）

　当社の事業は、駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

 

当第３四半期累計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年６月30日）

　当社の事業は、駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。
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（収益認識関係）

　当社は、駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の単一セグメントであり、収益の大部分が時間貸駐車場売上

であるため、収益を分解した情報の重要性が乏しいことから注記の記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間

（自　令和３年10月１日
至　令和４年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　令和４年10月１日
至　令和５年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 103円26銭 137円75銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 1,031 1,377

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,031 1,377

普通株式の期中平均株式数(株) 9,986,774 10,000,193

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 103円06銭 136円77銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 18,932 71,452

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

令和４年９月期ストック・オ

プション49,000株

令和５年９月期ストック・オ

プション50,000株

※ 期中平均株式数の算定に当たって控除する自己株式数には、従業員株式給付信託における自己株式を含めておりま

す。当該株式数は前第３四半期累計期間249,655株、当第３四半期累計期間249,312株です。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

令和５年８月８日

　パラカ株式会社

取締役会　御 中

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 金　　子　　勝　　彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　　野　　　　　潤　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているパラカ株式会社

の令和４年10月１日から令和５年９月30日までの第27期事業年度の第３四半期会計期間（令和５年４月１日から令和５年

６月30日まで）及び第３四半期累計期間（令和４年10月１日から令和５年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、パラカ株式会社の令和５年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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